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特定サービス産業動態統計調査の中止及びサービス産業動態統計調査の

協力依頼について

日頃より、経済産業省が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

この度、経済産業省で実施している 「特定サービス産業動態統計調査」（一般統計調

査）につきまして、令和6年 (20 2 4年） 12月分の調査をもって中止することに

なりましたので、お知らせいたします。

特定サービス産業動態統計調査は、短期的な景気、雇用動向等の判断材料とすると

ともに、産業構造政策、中小企業政策などの目的で実施されてきたところですが、

サービス産業を対象とした月次の基幹統計の整備の課題を検討してきた結果、総務省

が実施している「サービス産業動向調査」（一般統計調査）との統合を図り、新たに

「サービス産業動態統計調査」（基幹統計調査）を創設することになりました。

新たな統計調査であるサービス産業動態統計調査は、総務省で実施される基幹統計

調査であり、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目

的に令和7年1月分調査から実施されます。

経済産業省が実施している特定サービス産業動態統計調査は中止となりますが、令

和6年 12月分までの提出等の御協力を引き続きお願いいたします。

これまでの特定サービス産業動態統計調査への御協力に感謝申し上げますとともに、

総務省で実施する新たな統計調査（サービス産業動態統計調査）への御協力をお願い

申し上げます。

なお、新たな統計調査（サービス産業動態統計調査）への御協力のお願いに当たっ

ては、別添のとおり総務省から協力依頼がありました点について申し添えます。



【公印・契印（省略）】
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令和 6年 9月 19日

総務大臣

サービス産業動態統計調査への協力について（依頼）

日頃より総務省統計局が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上

げます。

総務省統計局では、サービス産業を営む企業等及び事業所を対象として、新たに

令和 7年 1月から「サービス産業動態統計調査」を毎月実施します。

「サービス産業動態統計調査」は、貴省所管の一般統計調査である「特定サービ

ス産業動態統計調査」と当省所管の一般統計調査である「サービス産業動向調査」

を統合し、新たに創設、実施することとしたものです。

「サービス産業動態統計調査」は、我が国におけるサービス産業の事業活動の動

態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査であり、統計法（平成 19年

法律第 53号）に基づいた報告義務のある調査（基幹統計調査）です。

総務省統計局では、「サービス産業動態統計調査」の円滑な実施に向けた環境整

備を図るべく、令和 6年 12月分の調査をもって中止となる「特定サービス産業動

態統計調査」の調査対象が属する関係団体に対して、ホームページや機関誌（紙）

への記事・広告の掲載等の協力依頼を行うこととしています。

つきましては、総務省統計局の上記依頼について、関係方面の御協力が得られる

よう、貴省からも「特定サービス産業動態統計調査」の調査対象が属する関係団体

へ「サービス産業動態統計調査」の実施及び協力について御周知いただきたく、統

計法第 29条第 2項に基づき協力を依頼いたしますので、御協力を賜りますよう、

特段の御配慮をお願いします。
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